
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
四
号

測
定
器
等
の

こ
う較

正
に
関
す
る
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百

二
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る

た
め
測
定
器
等
の

こ
う較

正
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　

こ
う較

正
（
第
三
条―

第
七
条
）

第
三
章
　
指
定
較
正
機
関
（
第
八
条―

第
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ

か
、
測
定
器
等
（
法
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
の
測
定

器
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
較
正
に
関
し
、
法
の

委
任
に
基
づ
く
事
項
及
び
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
す
る
測
定
器
等
）

第
二
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
測
定
器
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
周
波
数
計

二
　
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
器

三
　
電
界
強
度
測
定
器

四
　
高
周
波
電
力
計

五
　
電
圧
電
流
計

六
　
標
準
信
号
発
生
器

七
　
周
波
数
標
準
器

第
二
章
　

こ
う較

正

（
こ
う較

正
の
申
請
）

第
三
条
　

こ
う較

正
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
一
の
設
計

に
係
る
測
定
器
等
ご
と
に
、
測
定
器
等
の
操
作
及
び
保

守
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
較
正
を
受
け

よ
う
と
す
る
測
定
器
等
と
と
も
に
、
国
立
研
究
開
発
法

人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
機
構
に
、
又
は

法
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
較
正
機

関
（
以
下
「
指
定
較
正
機
関
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
指
定
較
正
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
較
正
の
方
法
）

第
四
条
　
機
構
又
は
指
定
較
正
機
関
は
、
前
条
の
申
請
書

を
受
理
し
た
と
き
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
較
正
を
行
う
。
た
だ
し
、
同
表
に
掲
げ
る
方
法

以
外
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
較
正
の
完
了
通
知
等
）

第
五
条
　
機
構
又
は
指
定
較
正
機
関
は
、
前
条
の
較
正
を

行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
較
正

完
了
通
知
書
を
も
っ
て
申
請
者
に
通
知
す
る
。

一
　
較
正
を
行
っ
た
測
定
器
等
の
種
別

二
　
名
称
又
は
型
式

三
　
製
造
者
名
及
び
製
造
番
号

四
　
較
正
の
結
果

五
　
較
正
完
了
年
月
日

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
機
構
又
は
指
定
較
正
機
関
は
、
当
該
申
請
に
係
る
測

定
器
等
の
有
す
べ
き
確
度
が
得
ら
れ
な
い
と
認
め
た
と

き
は
、
そ
の
旨
の
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
申
請

者
に
通
知
す
る
。

（
表
示
）

第
六
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
三
項
の
表
示
は
、
別
表

第
二
号
で
定
め
る
と
お
り
と
し
、
較
正
を
行
っ
た
測
定

器
等
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
す
る
。

（
測
定
器
等
の
引
取
り
）

第
七
条
　
申
請
者
は
、
第
五
条
の
通
知
を
受
け
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
測
定
器
等
の
操
作
及
び
保
守
の
方

法
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
測
定
器
等
を
引
き
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
指
定
較
正
機
関

（
指
定
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
較
正
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及

び
所
在
地

三
　
較
正
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に

お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申

請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す

る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度

に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
志
の
決
定
を
証
す
る

書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
氏
名
及

び
経
歴
並
び
に
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
次
条
に
定
め

る
構
成
員
の
氏
名
（
構
成
員
が
法
人
で
あ
る
場
合

は
、
そ
の
法
人
の
名
称
）
及
び
構
成
員
の
構
成
割
合

を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
較
正
を
行
お
う
と
す
る
測
定
器
等
を
記
載
し
た

書
類

八
　
較
正
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
に
較

正
に
用
い
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
及
び
整

備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

九
　
一
箇
月
間
に
較
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
測
定
器

等
ご
と
の
数
量
を
記
載
し
た
書
類

十
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
較
正
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を

記
載
し
た
書
類

十
二
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
九
項
の
較
正
員
（
以
下

「
較
正
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類

十
三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
較
正
機
関
の
構
成
員
）

第
八
条
の
二
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
五
項
第
三
号
の
総

務
省
令
で
定
め
る
構
成
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法

人
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
一
般
社
団
法
人
　
社
員

二
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五

百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
　
社
員

三
　
株
式
会
社
　
株
主

四
　
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
、
企
業
組
合

及
び
農
業
協
同
組
合
　
組
合
員

五
　
協
同
組
合
連
合
会
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
　

直
接
又
は
間
接
に
こ
れ
ら
を
構
成
す
る
者

六
　
そ
の
他
の
法
人
　
当
該
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
前

各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

（
指
定
較
正
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
八
条
の
三
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
五
項
第
四
号
の
総

務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
較
正
の
業
務
の
実
施
に
係

る
組
織
、
較
正
の
業
務
の
実
施
の
方
法
、
手
数
料
の
算

定
の
方
法
そ
の
他
の
較
正
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の

体
制
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
特
定
の
者
を
不
当
に
差
別
的
に
取
り
扱
う
も
の
で

な
い
こ
と
。

二
　
較
正
を
受
け
る
者
と
の
取
引
関
係
そ
の
他
の
利
害

関
係
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
。

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
較
正
の
公
正
な

実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
。

（
指
定
較
正
機
関
の
指
定
の
更
新
）

第
八
条
の
四
　
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第

百
二
条
の
十
八
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
較
正
機
関

の
指
定
の
更
新
に
準
用
す
る
。

（
指
定
較
正
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条
　
指
定
較
正
機
関
は
、
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
較
正
器
）

第
十
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
較
正
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

測
定
器
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
「
較
正
器
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
、
十
分
な
精
度
を
有
し
、
か
つ
、
国
又
は
較

正
を
業
務
と
す
る
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
較
正
を
受
け

た
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
較
正
器
は
、
毎
年
一
回
国
又
は
較
正
を
業
務

と
す
る
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
較
正
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
較
正
員
の
要
件
）

第
十
一
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
九
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
一
条
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お

い
て
無
線
通
信
工
学
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業

し
た
者
（
当
該
科
目
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職

大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

二
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技

術
士
、
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
一
級

海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者

三
　
総
務
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
役
員
等
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
十
二
条
　
指
定
較
正
機
関
は
、
法
第
百
二
条
の
十
八
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
役
員
又
は
較
正
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
経
歴
（
較

正
員
の
場
合
は
そ
の
者
の
経
歴
並
び
に
そ
の
者
が
較

正
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
）

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
書
に
、
当
該
選
任
に
係
る

者
の
就
任
承
諾
書
（
較
正
員
の
場
合
は
そ
の
者
が
前
条

に
規
定
す
る
較
正
員
の
要
件
を
備
え
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
の
写
し
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
較
正
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
較
正
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る

事
項

二
　
較
正
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
較
正
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
手
数
料
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る

事
項

五
　
較
正
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関

す
る
事
項

六
　
較
正
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に

関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
較
正
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
指
定
較
正
機
関
は
、
法
第
百
二
条
の
十
八
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一

項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
業
務
規
程
を
添
え

て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
較
正
機
関
は
、
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
申
請
書
の
受
理
年
月
日

三
　
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
者
名
及
び
製

造
番
号

四
　
較
正
の
内
容

五
　
較
正
完
了
年
月
日

六
　
較
正
員
の
氏
名

七
　
較
正
完
了
通
知
書
の
発
行
番
号
及
び
発
行
年
月
日

２
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
十
九
条
の
七
の
帳
簿
は
、
較
正
の
業
務
を
行
う

事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
使
用
を
終
わ
っ

た
日
か
ら
六
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
較
正
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
六
条
　
指
定
較
正
機
関
は
、
法
第
百
二
条
の
十
八
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
較
正
の
業
務
の
全
部
又
は
一

部
の
休
止
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止

し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

二
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
公
示
）

第
十
七
条
　
法
第
百
二
条
の
十
八
第
十
二
項
並
び
に
法
第

百
二
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
九

条
の
十
一
第
三
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
う
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令

第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に

よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い

て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

を
修
補
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
郵
便
貯
金
通

帳
、
郵
便
貯
金
証
書
、
カ
ー
ド
、
払
戻
証
書
、
郵
便
貯

金
本
人
票
、
郵
便
為
替
証
書
、
払
出
書
、
郵
便
振
替
払

出
証
書
、
郵
便
振
替
支
払
通
知
書
及
び
簡
易
生
命
保
険

保
険
料
領
収
帳
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

又
は
書
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令

第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
六
日
総
務
省
令
第

七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
七
日
総
務
省

令
第
一
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
通
則
法
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第

二
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

別
表
第
一
号
　
較
正
の
方
法
（
第
四
条
、
第
十
条
関
係
）

別表第一号 較正の方法(第四条、第十条関係) 
較正は、次に掲げる方法により行う。 

一 測定器等について、常温、常湿及び当該測定器等の定格電源電圧の条件の下で、必要に応じてシールド

ルームを使用する等により較正を行う。 
二 次の表の上の欄に掲げる測定器等は、同表の下の欄に掲げる較正器を使用して較正を行う。 
 
測定器等 較正器 
周波数計 較正用周波数標準器 
スペクトル分析器 較正用周波数標準器 

較正用標準信号発生器 
電界強度測定器 電界強度測定器較正装置 
高周波電力計 較正用高周波電力計 
電圧電流計 標準電圧電流発生器 
標準信号発生器 較正用周波数標準器 

較正用受信機 
高周波減衰器 

周波数標準器 較正用周波数標準器 
 

別
表
第
二
号
　
表
示
の
様
式
（
第
６
条
関
係
）

注

1

　
大
き
さ
は
、
直
径5

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

2

　
材
料
は
、
容
易
に
損
傷
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

3

　
色
彩
は
、
適
宜
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
示
を
容
易
に

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2


